
議案第２４号 

 

   令和６年度美浦村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度美浦村の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

 

（債務負担行為） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第

１表 債務負担行為」による。 

 

 

  令和６年６月１１日提出 

 

美浦村長  中 島  栄   

 

６月２１日原案の通り議決 

 

美浦村議会議長  下 村  宏 

 

 

 



（単位：千円）

合　　　　　　　　　　　　　　　計 3,725

第　１　表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　     　　 　　　間 限 度 額

自 治 体 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 料 令和７年度～令和１１年度 3,725
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